
≪シリーズ≫

商法改正のポイント
第2回

税理士　富山短期大学名誉教授

日専連専任講師　川　中　清　司

平
成
一
四
年
四
月
一
日
施
行
分

7
種
頬
株
式
の
改
正
と

ト
ラ
ツ
キ
ン
グ
・
ス
ト
ッ
ク
の
解
禁

株
式
の
種
類
の
制
限
が
緩
和
さ
れ
、

発
行
可
能
な
株
式
の
種
類
が
増
加
し
ま

し
た
。

た
と
え
ば
、
そ
の
例
と
し
て
、
無
議
決

権
株
式
は
利
益
配
当
優
先
株
式
に
限
ら

れ
て
い
ま
し
た
が
、
一
般
的
に
発
行
可

能
に
な
り
ま
し
た
。

次
表
は
一
覧
に
ま
と
め
た
も
の
で
す
。

現 行 法 改 正 法

無議決権株式
利益配当優先 苦適株式

株式に限定 にも可能

議決権制限株式 不　　 可 可　　 能

議決権制限株式

の発行限度
3分の 1 2 分の 1

議決権の復活 商法第242条 定款で規定

一
部
の
議
決
権
の
行
使
が
で
き
る
株

も
出
せ
る
よ
う
に
な
り
、
た
と
え
ば
、

取
締
役
に
誰
が
な
っ
て
も
か
ま
わ
な
い

が
、
配
当
を
余
計
に
欲
し
い
と
い
っ
た

株
主
に
は
、
取
締
役
選
任
の
決
議
権
の

な
い
株
を
だ
す
こ
と
も
可
能
で
し
ょ
う
。

ト
ラ
ッ
キ
ン
グ
・
ス
ト
ッ
ク
と
は
、

利
益
の
配
当
を
、
特
定
の
事
業
部
門
や

子
会
社
の
利
益
な
ど
に
連
動
さ
せ
る
株

式
の
こ
と
で
す
。

ソ
ニ
ー
が
、
平
成
一
三
年
一
月
の
臨

時
総
合
で
、
普
通
株
式
と
区
別
し
て
子

会
社
連
動
株
式
と
決
め
た
の
も
こ
の
例

で
す
。こ

の
解
禁
に
よ
り
投
資
家
は
株
式
発

行
会
社
の
信
用
を
背
景
と
し
な
が
ら
、

特
定
の
事
業
部
門
や
子
会
社
の
成
長
を

期
待
す
る
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
、
発
行
会

社
は
支
配
権
を
保
持
し
な
が
ら
、
特
定

の
事
業
部
門
や
子
会
社
の
価
値
を
株
価

の
形
で
反
映
さ
せ
、
資
金
調
達
が
で
き

ま
す
。新

株
発
行
規
制
の
一
部
緩
和
　
1

譲
渡
制
限
食
社
は
授
権
資
本
枠
（
四
倍
）

が
自
由
化
さ
れ
ま
し
た
。

平
成
一
四
年
五
月
一
日
施
行
分

こ
こ
で
は
主
に
、
次
の
三
つ
の
改
正

が
行
わ
れ
ま
し
た
。

●
監
査
役
の
機
能
強
化

●
取
締
役
の
責
任
軽
減

●
株
主
代
表
訴
訟
制
度
の
合
理
化

会
社
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン

ス
　
（
企
業
統
治
）
　
を
強
化
す
る
ね
ら
い

か
ら
監
査
役
制
度
の
強
化
を
図
り
、
取

締
役
会
へ
の
出
席
と
意
見
陳
述
を
義
務

付
け
、
代
表
訴
訟
を
合
理
化
し
、
取
締

役
や
監
査
役
の
責
任
を
軽
減
と
、
株
主

総
合
や
、
取
締
役
会
の
決
議
に
よ
っ
て

責
任
を
制
限
す
る
制
度
を
開
き
ま
し
た
。

16

監
査
役
の
機
能
強
化
・

任
期
の
延
長

監
査
役
の
地
位
と
権
限
を
強
化
す
る

た
め
に
、
取
締
役
会
に
出
席
し
て
意
見

を
述
べ
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
ま
し

た
。
法
令
や
定
款
に
違
反
す
る
決
議
を

防
ぎ
、
取
締
役
の
業
務
執
行
が
適
正
に

行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
で
す
。
具

体
的
な
改
正
点
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の

で
す
。

印
任
期
が
従
来
の
三
年
か
ら
四
年
に
改

め
ら
れ
た
。
（
法
二
七
三
条
①
）

す
べ
て
の
会
社
に
適
用
さ
れ
る
も
の

で
、
定
款
で
短
縮
も
伸
ば
し
も
で
き
ま

せ
ん
。
こ
の
改
正
は
、
監
査
業
務
の
習

熟
と
、
地
位
の
安
定
を
ね
ら
っ
た
も
の

で
す
。
し
か
し
、
二
期
再
選
す
る
と
八

年
に
な
り
長
す
ぎ
る
と
の
批
判
も
あ
り

ま
す
が
、
内
規
で
定
年
制
を
設
け
る
方

法
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

定
款
を
変
更
す
る
こ
と
に
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

監
査
役
の
任
期
を
四
年
と
す
る
よ
う

に
定
款
を
変
更
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

前
に
も
「
額
面
株
式
の
廃
止
」
　
の
と

こ
ろ
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
法
律
の
改
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正
に
伴
う
も
の
で
す
か
ら
、
代
表
取
締

役
が
変
更
で
き
る
と
解
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
や
は
り
、
取
締
役
会
を
開
い
て
、

決
議
に
よ
り
変
更
す
る
こ
と
を
お
薦
め

し
ま
す
。

㈲
取
締
役
会
へ
の
出
席
義
務
と
意
見
陳

述
義
務
が
加
わ
っ
た

旧
法
で
も
取
締
役
会
に
出
席
し
意
見

を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
規
定
は
あ
り

ま
し
た
が
、
改
正
法
で
は
「
取
締
役
会

に
出
席
す
る
こ
と
、
必
要
あ
る
と
き
は

意
見
を
述
べ
る
こ
と
を
要
す
」
と
義
務

付
け
さ
れ
ま
し
た
。
従
っ
て
、
監
査
役

が
こ
れ
を
怠
り
損
害
が
生
じ
た
と
き
は

責
任
を
負
う
こ
と
と
な
り
ま
す
。

㈱
要
件
強
化
　
大
会
社
の
場
合
（
商
特

法
一
八
条
①
）

（
大
会
社
＝
資
本
金
五
億
円
以
上
、
負
債

二
〇
〇
億
円
以
上
。
小
会
社
＝
資
本
金

一
億
円
以
下
）

①
社
外
監
査
役
　
半
数
以
上

②
社
外
監
査
役
は
、
就
任
前
に
会
社
・

そ
の
子
会
社
の
取
締
役
、
支
配
人
、

そ
の
他
の
使
用
人
と
な
っ
た
こ
と
が

な
い
者

㈲
監
査
役
の
辞
任
の
意
見
陳
述
権
（
法

二
七
五
条
の
三
の
二
①
③
）

辞
任
ま
た
は
解
任
に
つ
い
て
株
主
総

会
で
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
大
会
社
で
は
監
査
役
の
選
任
に
関
し
て

監
査
役
会
の
同
意
が
必
要
）

g
取
締
役
の
責
任
軽
減

平
成
五
年
に
株
主
代
表
訴
訟
制
度
が

導
入
さ
れ
、
企
業
経
営
の
襟
を
正
す
こ

と
に
役
立
ち
ま
し
た
が
、
費
用
は
一
律

八
二
〇
〇
円
で
、
訴
訟
が
増
加
し
請
求

額
も
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て
い
き
ま
し
た
。

大
和
銀
行
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
支
店
で
起

き
た
不
正
事
件
の
代
表
訴
訟
で
、
大
阪

地
裁
が
約
七
五
〇
〇
万
ド
ル
　
（
九
〇
〇

億
円
）
　
の
脂
償
命
令
を
だ
し
、
神
戸
精

鋼
所
の
総
会
屋
へ
の
利
益
供
与
の
代
表

訴
訟
で
は
、
元
会
長
ら
に
三
億
一
〇
〇

〇
万
円
の
頗
償
な
ど
、
巨
額
な
損
害
頗

償
が
し
め
さ
れ
て
お
り
、
経
済
界
か
ら

は
経
営
を
萎
縮
さ
せ
て
し
ま
う
と
の
批

判
も
聞
か
れ
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
先
ほ
ど
の
監
査
役
の
機
能

を
強
化
　
（
前
項
8
参
照
）
　
を
図
り
な
が

ら
、
一
方
で
は
、
株
主
代
表
訴
訟
で
の

役
員
の
責
任
の
限
度
を
決
め
、
弁
済
不

可
能
な
金
額
に
な
る
の
を
防
止
す
る
措

置
を
講
じ
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
限
度
を
設

け
ま
し
た
。
た
だ
し
、
重
過
失
の
場
合

は
除
か
れ
ま
す
。

代
表
取
締
役
　
　
報
酬
等
の
六
年
分

そ
の
他
の
社
内
取
締
役
同
四
年
分

社
外
取
締
役
・
監
査
役
同
二
年
分

軽
減
の
方
法
は
用
裁
判
所
の
判
決
の

後
に
、
株
主
総
会
の
特
別
決
議
で
額
を

決
め
ら
れ
る
、
榔
事
件
が
起
き
る
前
に

取
締
役
会
で
決
め
る
と
い
っ
た
も
の
で
、

総
会
で
の
議
決
に
は
、
次
の
開
示
が
必

要
で
す
。

①
責
任
の
原
因
・
事
実
と
頗
償
責
任
の

額
②
免
除
の
限
度
額
と
算
定
根
拠

③
免
除
の
理
由

な
お
、
株
主
総
会
の
特
別
決
議
は
、

定
款
に
よ
っ
て
、
定
足
数
を
過
半
数
か

ら
1
／
3
に
引
き
下
げ
る
こ
と
が
可
能

と
な
り
ま
し
た
。

1
0
株
主
代
表
訴
訟

監
査
役
の
考
慮
期
間
の
延
長

株
主
が
取
締
役
の
責
任
を
追
及
す
る

際
に
、
ま
ず
、
会
社
に
対
し
て
取
締
役

に
対
す
る
訴
え
を
起
こ
す
よ
う
に
請
求

し
ま
す
。
会
社
側
で
は
、
監
査
役
が
会

社
を
代
表
し
て
こ
れ
を
受
け
、
会
社
が

訴
え
を
起
こ
す
か
ど
う
か
決
め
ま
す
。

そ
の
考
慮
期
間
が
、
三
〇
日
か
ら
六
〇

日
に
延
長
さ
れ
ょ
し
た
。

経
過
後
は
、
株
主
が
代
表
訴
訟
を
提

起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
会
社
は
、

そ
の
旨
を
公
告
し
、
他
の
株
主
も
訴
訟

に
参
加
が
容
易
と
な
り
ま
し
た
。

平
成
一
五
年
四
月
一
日
施
行
分

こ
こ
で
は
主
に
、
次
の
よ
う
な
改
正

が
あ
り
ま
す
ノ
。

●
委
員
会
設
置
会
社
　
（
ア
メ
リ
カ
型
経

営
シ
ス
テ
ム
の
導
入
）

●
株
式
制
度
の
見
直
し
　
（
端
株
の
買
増

制
度
、
種
類
抹
主
の
取
締
役
の
選
任

権
、
株
券
失
効
な
ど
）

●
株
主
総
合
招
集
手
続
き
簡
素
化

●
取
締
役
の
報
酬
規
定

●
そ
の
他
　
（
資
本
減
少
手
続
き
、
計
算

規
定
、
現
物
出
資
の
価
格
証
明
な
ど
）

こ
れ
ら
の
改
正
は
、
ま
ず
、
会
社
の

規
制
を
緩
和
し
て
経
営
活
動
を
高
め
る

た
め
で
、
株
式
制
度
や
総
会
の
手
続
き

な
ど
を
緩
や
か
に
し
ま
し
た
。
次
に
、

資
本
の
調
達
を
容
易
に
す
る
た
め
の
株

式
制
度
の
見
直
し
を
図
り
、
そ
し
て
、

最
近
の
会
社
の
不
祥
事
か
ら
、
経
営
陣

へ
の
規
制
強
化
を
す
る
た
め
の
も
の
で

す
。
そ
の
あ
ら
ま
し
を
眺
め
て
み
ま
し

よ
’
フ
○

－
委
員
会
設
置
会
社

－
（
選
択
制
）

平
成
一
四
年
二
月
一
三
日
に
、
法
制

審
議
会
か
ら
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ

ン
ス
　
（
企
業
統
治
）
　
に
関
す
る
事
項
を

中
心
と
し
た
「
商
法
改
正
等
の
一
部
を

2003．1等悶眉17



改
正
す
る
法
律
案
要
綱
」
が
提
出
さ
れ
、

五
月
二
二
日
国
会
で
可
決
成
立
し
、
一

五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
。

三
つ
の
委
員
会
制
度
と
執
行
役
員
制
度

の
導
入

こ
の
制
度
は
、
大
会
社
と
、
中
会
社

で
会
計
監
査
人
の
監
査
を
受
け
る
会
社

に
対
す
る
も
の
で
、
定
款
で
定
め
る
こ

と
に
1
だ
り
、
次
の
委
員
会
を
設
置
す
る

こ
と
が
で
ま
す
。

川
「
委
員
会
設
置
会
社
」
と
な
り
、
指

名
・
報
酬
・
監
査
の
三
委
員
会
を
置

き
、
監
査
役
は
置
け
な
い

佃
「
重
要
財
産
委
員
会
」
を
設
け
、
重

要
な
財
産
の
処
分
や
多
額
の
借
金
の

場
合
は
、
こ
の
委
員
会
で
決
め
ら
れ

る
。

委
員
会
制
度
と
は
、
取
締
役
会
が
次

の
三
つ
の
委
員
会
を
選
任
し
、
業
務
執

行
を
担
当
す
る
役
員
（
執
行
役
）
　
が
セ

ッ
ト
と
な
っ
た
制
度
で
す

①
指
名
委
員
＝
取
締
役
を
選
任
す
る
委

員
会

誰
を
取
締
役
に
す
る
か
、
議
案
を
出

せ
る

②
報
酬
委
員
会
＝
具
体
的
な
報
酬
の
額

を
決
め
る

③
監
査
委
員
会
＝
監
査
す
る

●
監
査
役
を
置
く
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん

●
取
締
役
会
は
、
「
執
行
役
」
に
業
務
執

行
決
定
権
限
を
大
幅
に
委
譲
し
、
迅

一重異会設置会社と監査役－

速
な
業
務
決
定
を
図
り
ま
す

（
取
締
役
会
の
監
督
機
能
を
強
化
し

ま
す
）

●
取
締
役
の
任
期
は
一
年
に
短
縮
さ
れ

ま
す

●
各
委
員
と
も
社
外
取
締
役
が
過
半
数

を
占
め
る
こ
と

業
務
執
行
を
担
当
す
る
執
行
役
は
、

株
主
総
会
で
は
な
く
、
取
締
役
で
構
成

さ
れ
る
各
委
員
会
が
選
任
し
、
各
委
員

会
が
執
行
役
の
業
務
執
行
を
チ
ェ
ッ
ク

し
ま
す
。

こ
の
委
員
会
制
度
で
は
、
社
外
取
締

役
が
過
半
数
を
占
め
る
こ
と
が
必
要
で

す
。ま

た
、
「
重
要
財
産
委
員
会
」
を
設
け

て
、
重
要
な
財
産
の
処
分
や
多
額
の
借

金
の
場
合
、
こ
の
委
員
会
で
決
め
る
こ

と
も
で
き
ま
す
。
こ
の
場
合
に
は
、
取

締
役
が
一
〇
人
以
上
で
、
一
人
以
上
の

社
外
取
締
役
で
あ
る
こ
と
。
委
員
会
に

は
取
締
役
三
人
以
上
が
必
要
で
す
。

こ
の
仕
組
み
は
、
ア
メ
リ
カ
型
の
ガ

バ
ナ
ン
ス
を
導
入
し
た
も
の
で
す
。

取
締
役
会
が
不
適
格
と
判
断
す
れ
ば

社
長
も
解
任
で
き
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
型

を
導
入
す
る
か
、
従
来
の
仕
組
み
を
続

け
る
か
は
、
企
業
の
選
択
に
委
ね
ら
れ

て
い
ま
す
。

し
か
し
、
日
本
で
は
、
実
際
に
米
型

に
移
行
す
る
会
社
は
少
な
い
と
み
ら
れ

ま
す
。ア

メ
リ
カ
型
経
営
の
特
徴
、
そ
れ
は

執
行
と
監
督
を
分
け
る
こ
と
で
す
。

中
身
は
、

川
外
部
か
ら
社
外
取
締
役
を
積
極
的
に

登
用
す
る
。

㈲
通
常
の
業
務
は
執
行
役
が
担
当
す
る
。

社
外
取
締
役
を
含
む
取
締
役
会
が
こ

れ
を
監
視
す
る
。

こ
う
し
て
、
業
務
執
行
と
経
営
監
視

を
明
確
に
区
分
し
ま
す
。
「
外
部
の
目
」

を
導
入
し
て
チ
ェ
ッ
ク
を
強
化
す
る
も

の
で
す
。

日
本
で
も
米
型
の
C
E
O
（
チ
ー
フ
・

エ
ク
ゼ
ク
テ
ィ
ブ
・
オ
フ
ィ
サ
ー
）
　
と

い
う
「
最
高
経
営
責
任
者
」
を
名
乗
る

経
営
者
は
増
え
て
い
ま
す
が
、
ア
メ
リ

カ
型
経
営
は
あ
ま
り
選
択
さ
れ
て
い
な

い
よ
う
で
す
。

日
本
の
特
徴
と
し
て
、
社
内
か
ら
の

「
生
え
抜
き
」
の
経
営
陣
を
選
ぶ
傾
向
が

あ
り
、
社
外
取
締
役
に
ふ
さ
わ
し
い
人

材
が
見
当
た
ら
な
い
ま
ま
、
社
長
の
友

人
な
ど
、
あ
ま
り
会
社
事
情
に
精
通
し

て
い
な
い
人
を
選
び
、
会
社
の
チ
ェ
ッ

ク
が
十
分
に
で
き
な
い
と
こ
ろ
も
多
い

の
が
現
状
と
い
え
ま
す
。
最
近
は
、
大

学
教
授
、
弁
護
士
、
消
費
者
代
表
、
を

選
ぶ
と
こ
ろ
が
増
え
て
い
ま
す
。

最
近
で
は
、
ア
メ
リ
カ
型
経
営
に
疑

問
の
声
も
き
か
れ
ま
す
。
エ
ン
ロ
ン
、
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ワ
ー
ル
ド
コ
ム
な
ど
が
粉
飾
決
算
で
巨

額
に
利
益
を
計
上
し
、
ア
ン
ダ
ー
セ
ン

な
ど
の
大
型
監
査
法
人
が
関
わ
っ
て
い

た
と
い
う
大
事
件
で
、
そ
う
し
た
制
度

に
対
す
る
不
信
感
が
一
挙
に
増
大
し
、

い
わ
ゆ
る
、
透
明
性
と
か
、
意
思
決
定

の
迅
速
性
や
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ

ナ
ン
ス
　
（
企
業
統
治
）
　
に
も
、
疑
問
視

さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
よ
り
も
、
日
本
の
従
来
の
監
査

役
制
度
を
充
実
さ
せ
て
、
日
本
型
コ
ー

ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
　
確
立
し
よ

う
と
い
う
意
見
が
強
く
み
ら
れ
ま
す
。

や
は
り
、
制
度
よ
り
も
経
営
陣
が
、
し

っ
か
り
し
た
倫
理
観
を
も
つ
こ
と
が
求

め
ら
れ
て
い
ま
す
。

2
有
限
会
社
に
お
け
る

1
改
正
商
法
（
準
用
）

こ
れ
は
、
平
成
二
二
年
の
商
法
改
正

全
体
を
含
め
た
範
囲
で
、
有
限
会
社
と

商
法
の
か
か
わ
り
（
準
用
さ
れ
る
も
の
）

に
つ
い
て
の
話
で
す
。

ま
ず
、
有
限
会
社
の
性
格
か
ら
見
直

し
ま
し
ょ
う
。
有
限
会
社
は
小
規
模
で

運
営
し
や
す
く
、
中
小
企
業
に
多
い
会

社
で
す
。
役
員
の
任
期
も
任
意
で
、
原

始
定
款
で
記
載
し
て
お
け
ば
、
そ
の
ま

ま
在
任
で
き
ま
す
し
、
株
式
会
社
の
よ

う
な
年
数
に
定
め
は
あ
り
ま
せ
ん
。

有
限
会
社
に
は
、
主
な
特
徴
が
三
つ

あ
り
ま
す
。

Ⅲ
社
員
（
出
資
者
）
　
の
総
数
が
五
〇
人

以
下
で
あ
り
、
資
本
金
の
最
低
限
度

が
三
〇
〇
万
円
と
い
う
、
小
規
模
な

会
社
で
あ
る
こ
と
。

佃
原
始
社
員
の
氏
名
、
住
所
、
出
資
口

数
が
原
始
定
款
に
記
載
さ
れ
、
持
分

を
第
三
者
に
譲
渡
す
る
に
は
、
社
員

総
合
の
承
認
が
必
要
で
あ
り
、
出
資

証
券
も
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。

㈱
簡
素
な
経
営
機
構
。
社
員
総
会
の
決

議
事
項
に
株
式
会
社
の
よ
う
な
制
限

が
な
い
。
取
締
役
は
一
人
で
も
良
く
、

複
数
に
し
て
代
表
取
締
役
を
置
い
て

も
良
い
。
監
査
役
を
置
く
こ
と
も
任

意
で
あ
る
。

株
式
会
社
の
法
律
は
、
商
法
の
中
で

定
め
ら
れ
て
い
て
、
株
式
会
社
法
と
い

う
名
の
法
律
は
あ
り
ま
せ
ん
。
有
限
会

社
に
つ
い
て
は
「
有
限
会
社
法
」
が
あ

り
ま
す
。
し
か
し
、
商
法
へ
の
準
拠
規

定
も
多
く
、
今
度
の
商
法
改
正
の
影
響

を
受
け
て
い
ま
す
。

主
な
も
の
と
し
て
は
、
次
の
と
お
り

で
す
。

川
出
資
一
口
金
額
　
（
五
万
円
以
上
）
　
の

撤
廃

畑
自
己
持
分
の
取
得
（
会
社
が
自
社
の

出
資
金
を
取
得
す
る
こ
と
）
、
保
有

㈱
そ
の
処
分
（
譲
渡
な
ど
）
、
消
却
の
容

認

条
件
と
し
て
は
、
特
別
決
議
（
総
社

員
の
半
数
以
上
で
、
か
つ
、
総
社
員
の

議
決
権
の
3
／
4
以
上
の
同
意
）
　
が
必

要
で
す
。

活
用
方
法
と
し
て
は
、
自
己
持
分
の

活
用
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
社
員

（
出
資
者
）
が
相
続
前
に
会
社
に
持
分
歓

売
り
、
会
社
は
そ
れ
を
買
い
受
け
て
、

そ
の
後
に
後
継
者
に
売
却
す
る
。
あ
る

い
は
、
相
続
後
に
持
分
を
取
得
し
た
者

か
ら
、
会
社
が
自
己
持
分
を
買
い
受
け

て
、
随
時
に
、
後
継
者
に
売
却
す
る
こ

と
も
可
能
で
す
。

㈱
法
定
準
備
金
制
度
の
緩
和

利
益
準
備
金
の
積
立
限
度
額
が
緩
和

さ
れ
、
資
本
金
の
1
／
4
に
達
す
る
ま

で
積
立
が
必
要
で
す
が
、
資
本
準
備
金

と
合
わ
せ
た
額
と
な
り
ま
し
た
。

柑
株
式
制
度
の
見
直
し

川
一
株
に
満
た
な
い
端
数
の
株
の
こ
と

を
端
株
と
よ
び
ま
す
が
、
一
三
年
の

改
正
で
廃
止
と
な
り
、
そ
の
処
理
方

法
や
男
増
請
求
な
ど
を
決
め
ま
し
た
。

端
株
の
男
増
制
度
↓
端
株
株
主

が
端
株
と
併
せ
て
一
株
と
な
る
端
株

の
売
渡
を
会
社
に
請
求
で
き
る
。
会

社
は
自
己
株
式
の
一
部
を
譲
渡
で
き

る
。
（
定
款
で
規
定
可
能
）

脚
譲
渡
制
限
食
社
で
は
、
そ
の
種
類
株

主
総
会
　
（
ほ
か
の
種
類
の
株
主
と
共

同
し
て
開
く
総
合
を
含
め
ま
す
）
で
、

取
締
役
や
監
査
役
の
選
任
に
つ
い
て

の
内
容
の
異
な
っ
た
数
種
の
株
式
を

発
行
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
ま
し
た
。

種
類
株
主
の
取
締
役
等
の
選
・
解

任
権
1
譲
渡
制
限
食
社
は
、
取
締

役
や
監
査
役
の
選
任
や
解
任
が
で
き

な
い
株
券
を
発
行
で
き
る
。
（
発
行
済

み
株
式
の
1
／
2
以
内
）

㈱
所
在
不
明
の
株
主
の
株
券
や
、
株
券

を
失
っ
た
場
合
の
取
り
扱
い
が
簡
単

に
な
り
ま
し
た
。

所
在
不
明
株
主
の
株
式
売
却
1

継
続
し
て
五
年
間
、
通
知
な
ど
が

到
達
し
な
い
株
主
の
株
は
、
競
売
で

き
る
。
会
社
が
買
い
受
け
も
で
き
る
。

（
い
ず
れ
も
取
締
役
会
の
議
決
）

株
券
失
効
制
度
1
株
券
を
喪
失

し
た
者
は
会
社
に
「
喪
失
登
録
」
の
申

請
が
で
き
る
。
そ
の
株
式
は
一
年
経

過
す
る
と
無
効
と
な
る
。
（
除
権
判
決

に
よ
ら
な
い
で
社
内
で
で
き
る
）

4
株
主
総
会
招
集
手
続
き

1
簡
素
化

招
集
期
間
が
短
縮
さ
れ
、
招
集
の
方

法
や
議
決
の
仕
方
に
つ
い
て
も
、
書
面

決
議
を
認
め
る
な
ど
簡
素
化
さ
れ
ま
し

た
。ま

た
、
会
社
は
特
別
決
議
を
必
要
と
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す
る
場
合
　
（
た
と
え
ば
、
自
社
株
の
譲

り
受
け
や
、
定
款
変
更
、
営
業
譲
渡
な

ど
商
法
二
三
〇
条
ノ
一
〇
に
列
挙
さ
れ

て
い
ま
す
）
、
そ
の
定
足
数
も
緩
和
さ
れ

ま
し
た
。

●
譲
渡
制
限
会
社
は
、
一
週
間
に
短
縮

で
き
る
。

●
す
べ
て
の
株
主
の
同
意
で
、
招
集
手

続
き
を
経
な
い
で
開
く
こ
と
が
で
き

る
。

●
取
締
役
ま
た
は
株
主
か
ら
提
案
が
あ

れ
ば
、
そ
の
事
項
に
つ
い
て
、
書
面

ま
た
は
電
磁
的
方
法
で
、
提
案
に
同

意
し
た
と
き
は
、
提
案
可
決
と
み
な

す
こ
と
が
で
き
る
。

●
特
別
決
議
の
定
足
数
の
緩
和
1
旧

法
は
、
議
決
権
の
過
半
数
の
出
席
で

2
／
3
の
賛
成

1
議
決
権
の
1
／
3
以
上
の
株
主

の
出
席
で
そ
の
過
半
数
で
よ
い
。
（
定

款
で
規
定
）

5
取
締
役
の
報
酬
規
制
の

ー
改
正

取
締
役
の
報
酬
は
株
主
総
会
の
決
議

が
必
要
で
す
が
、
こ
の
内
容
に
つ
い
て

金
額
以
外
の
方
法
で
決
め
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

↓
不
確
定
金
額
（
た
と
え
ば
利
益
×
○

％
な
ど
）
、
金
銭
以
外
の
報
酬
な
ど

も
、
株
主
総
会
の
決
議
で
可
能
。

柑
そ
の
他

こ
こ
で
は
、
資
本
減
少
の
合
理
化
、

計
算
規
程
、
現
物
出
資
の
価
格
証
明
な

ど
の
改
正
に
つ
い
て
ふ
れ
ま
す
。

川
資
本
減
少
手
続
き
の
合
理
化
と
、
債

権
者
保
護
。

●
資
本
減
少
の
決
議
（
株
主
総
会
の
特

別
決
議
）
　
を
行
い
、
公
告
し
、
債
権

者
に
通
知
す
る
。

1
●
減
少
す
る
資
本
の
額
・
株
主
に
払

戻
す
金
額

●
株
式
消
却
は
消
却
株
式
の
種
類
、

数
、
金
額
な
ど

●
資
本
の
欠
損
の
補
填
に
充
て
る
と

き
は
、
さ
ら
に
、
最
終
B
／
S
（
法

務
省
令
に
定
め
る
事
項
）

●
法
定
準
備
金
の
減
少
手
続
き
↓
株

主
総
会
の
決
議
と
債
権
者
保
護
手
続

き
が
必
要
。

似
計
算
関
係
規
定
の
整
備
1
従
来
の

省
令
（
計
算
書
類
規
則
、
監
査
報
告

書
規
則
…
…
な
ど
）
　
を
廃
止
し
「
商

法
施
行
規
則
」
　
に
統
一
し
た
。

㈱
連
結
計
算
書
類

大
会
社
に
子
会
社
な
ど
の
連
結
計
算

書
類
の
作
成
と
監
査
を
義
務
化
し
た
。

㈱
現
物
出
資
の
価
格
証
明

現
物
出
資
す
る
財
産
の
価
格
が
、
相

当
で
あ
る
こ
と
の
証
明
を
、
弁
護
士
、

公
認
会
計
士
、
税
理
士
な
ど
か
ら
受

け
た
と
き
は
、
検
査
役
の
選
任
を
裁

判
所
に
請
求
を
要
し
な
い
。

㈲
外
国
会
社

営
業
所
設
置
義
務
が
廃
止
さ
れ
て
、

債
権
者
保
護
を
目
的
に
、
日
本
に
お

け
る
代
表
者
を
定
め
て
登
記
し
、
B
／

S
を
公
告
す
る
こ
と
を
義
務
化
。

お
わ
り
に

日
専
連
の
指
向
　
－
新
し
い
体
制
造

り
と
、
監
査
体
制
の
充
実
を
－

今
度
の
商
法
改
正
を
う
け
て
、
日
専

連
が
と
る
べ
き
道
は
、
一
つ
に
は
、
一

日
も
早
く
、
監
査
機
能
を
充
実
し
て
事

故
の
徹
底
防
止
と
、
経
営
体
質
の
強
化

は
か
る
こ
と
。
二
つ
に
は
、
株
式
の
多

様
化
を
活
用
し
て
資
本
調
達
を
ス
ム
ー

ス
に
す
る
。
三
つ
に
は
、
将
来
の
ク
レ

ジ
ッ
ト
業
界
の
展
望
に
立
っ
た
「
株
式

会
社
と
し
て
の
企
業
体
構
築
」
を
め
ざ

す
こ
と
で
す
。

日
専
連
は
、
明
る
い
暮
ら
し
よ
い
社

会
を
創
り
、
加
盟
店
の
繁
栄
と
消
費
者

の
生
活
を
し
っ
か
り
と
守
る
と
い
う
理

念
を
掲
げ
る
す
ば
ら
し
い
団
体
で
す
。

各
種
の
委
員
会
や
戦
略
会
議
が
設
け
ら

れ
、
確
実
な
運
営
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

次
の
時
代
を
見
据
え
て
、
現
段
階
の
厳

し
い
局
面
に
即
応
し
た
組
織
体
制
を
構

築
さ
れ
る
よ
う
祈
り
ま
す
。

20葛岡磨2003．1


